








互　　助　　会　　報

− 10 −

互　　助　　会　　報

− 10 −

退職会員、配偶者退職会員が当会の指定する受診施設を利用するとき、助成があります。
必ず受診前に当会に申込みをしてください。

申込み方法は、当会へご連絡いただきましたら「短期人間ドック利用申込書」を送付しま
すので、必要事項をご記入の上、当会まで返送してください。

　助成額　　＊退職会員　　　　　　　　   15,000 円　　　
　　　　　　＊配偶者退職会員　　　　　　  7,000 円

☆　受診時、窓口でお支払いいただく金額（会員約 20,000 円、配偶者約 28,000 円）が助成後
の額となります。受診後の助成はいたしませんのでご注意ください。

☆　オプション検診を受けられるときは別途料金が必要です。
☆　共済組合・市町村等が実施する特定健診と併せて助成を受けることができる場合がありま

すので、受診施設にお問い合わせください。
☆　協会けんぽに加入されている方につきましては、協会けんぽが実施する生活習慣病予防健

診等の補助がありますので、協会けんぽにお問い合わせください。（当会と協会けんぽの健
診内容・費用等が異なりますので、確認のうえ、どちらかご選択ください。）

☆　共済組合の被扶養者の資格を取得されている方は、現職の扶養者として受診いただけます。
自己負担額も少なく、検診内容も同じ内容となっておりますので、毎年３月の募集時にお申
込ください。ただし、高知市職員の被扶養者については、自己負担額につきご確認いただき、
ご選択ください。

☆　受診機関より、退職福祉部の会員であるかどうかの連絡をよくいただきますが、申込書の
提出がないまま、受診日が近づいている方が多いようです。事前の申込みがない場合は、助
成の対象になりませんので、申込書の連絡は、お早めに必ずお願いいたします。

＜指定受診施設＞
指　定　受　診　施　設 住　　　所 電話番号

高知検診クリニック 高知市知寄町 2 丁目 4-36 088 − 883 − 9711
いずみの病院 高知市薊野北町 2 丁目 10-53 088 − 845 − 1093
土佐市民病院 土佐市高岡町甲 1867 088 − 852 − 2151
四万十市民病院 四万十市中村東町 1 丁目 1-27 0880 − 34 − 2126
中村クリニック 四万十市中村大橋通 7 丁目 1-10 0880 − 34 − 5100
高知県総合保健協会
・中央健診センター
・幡多健診センター

高知市桟橋通 6 丁目 7-43
宿毛市山奈町芳奈 3-9

088 − 831 − 4800
0880 − 66 − 2800

高知西病院 高知市神田 317-12 088 − 843 − 8220
須崎くろしお病院 須崎市緑町 4-30 0889 − 43 − 2121
ＪＡ高知病院ＪＡ高知健診センター 南国市明見 526-1 088 − 863 − 8510

人間ドックを受けられるとき → 短期人間ドック利用助成金人間ドックを受けられるとき → 短期人間ドック利用助成金
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県 内 の 指 定 宿 泊 施 設

№ 施　　設　　名 郵便番号 所　　在　　地 T　E　L 備　　考
1 ＭＵＲＯＴＯ　base　５５ 〒 781-7102 室戸市室津 2836 － 2 0887-98-7011
2 北 川 村 温 泉　 ゆ ず の 宿 〒 781-6451 安芸郡北川村小島 121 0887-30-1526
3 コミュ二ティセンターうまじ　うまじ温泉 〒 781-6201 安芸郡馬路村馬路 3564 － 1 0120-442-026
4 芸 西 村 の 家 〒 781-5701 安芸郡芸西村和食甲 4525 0887-33-2894
5 香南市サイクリングターミナル海のやど　しおや宿 〒 781-5622 香南市夜須町手結山 1304 0887-55-3196
6 羽 尾 大 釜 荘 〒 781-5614 香南市夜須町羽尾 523 0887-54-0345
7 べ ふ 峡 温 泉 〒 781-4644 香美市物部町別府 452 － 8 0887-58-4181
8 モンベルアウトドアヴィレッジ本山 〒 781-3601 長岡郡本山町本山 2133 － 1 0887-72-9670
9 山 荘 梶 ヶ 森 〒 789-0255 長岡郡大豊町佐賀山 1248 － 3 0887-74-0360
10 ゆとりすとパークおおとよ 〒 789-0315 長岡郡大豊町中村大王 4037 － 25 0887-72-0700 キャンプ不可(※注）

11 さ め う ら 荘 〒 781-3521 土佐郡土佐町田井 146 － 1 0887-82-1020
12 自 然 教 育 セ ン タ ー 白 滝 〒 781-3704 土佐郡大川村朝谷 26 0887-84-2201
13 桂 浜 荘 〒 781-0262 高知市浦戸城山 830 － 25 088-841-2201 R3.10.1から休館

14 オ ー ベ ル ジ ュ 土 佐 山 〒 781-3222 高知市土佐山東川 661 088-850-6911
15 高 知 会 館 〒 780-0870 高知市本町 5 丁目 6 － 42 088-823-7123
16 高知共済会館　COMMUNITY　SQUARE 〒 780-0870 高知市本町 5 丁目 3 － 20 088-823-3211

17 山 荘 　 し ら さ 〒 781-2605 吾川郡いの町寺川 175 088-892-1001 
090-1177-5633

18 木 の 香 温 泉 〒 781-2615 吾川郡いの町桑瀬 225 － 16 088-869-2300
19 土佐和紙工芸村くらうど 〒 781-2136 吾川郡いの町鹿敷 1226 088-892-1001
20 木 の 根 ふ れ あ い の 森 〒 781-2602 吾川郡いの町戸中 171 088-850-5658

21 スノーピークおち仁淀川キャンプフィールド 〒 781-1326 高岡郡越知町片岡 4 番地 0889-27-2622 トレーラーハウスの
み対象

22 スノーピークかわの駅おち 〒 781-1303 高岡郡越知町越知丙 625 番地 4 0889-20-9666
23 中 津 渓 谷 ゆ の 森 〒 781-1741 吾川郡仁淀川町名野川 258 － 1 0889-36-0680
24 高原ふれあいの家　天狗荘 〒 785-0504 高岡郡津野町芳生野乙 4921 － 22 0889-62-3188
25 鰹乃國の湯宿　黒潮本陣 〒 789-1301 高岡郡中土佐町久礼 8009 － 11 0889-52-3500
26 四 万 十 源 流 の 里 〒 789-1414 高岡郡中土佐町大野見神母野 652 0889-57-2126

27 雲 の 上 の ホ テ ル 〒 785-0621 高岡郡梼原町太郎川 3799 － 3 0889-65-1100 別館マルシェ・ユスハラは対
象外　R3.10月から休館

28 ホ テ ル 松 葉 川 温 泉 〒 786-0097 高岡郡四万十町日野地 605 － 1 0880-23-0611
29 ウ エ ル 花 夢 〒 786-0307 高岡郡四万十町江師 546 番 0880-27-1211 キャンプ不可(※注）

30 ホ テ ル 星 羅 四 万 十 〒 787-1603 四万十市西土佐用井 1100 0880-52-2225
31 と ま ろ っ と 〒 787-0155 四万十市下田 3548 0880-33-0101 キャンプ不可(※注）

32 スノーピーク土佐清水キャンプフィールド 〒 787-0453 土佐清水市三崎字エジリ 4145 － 1 0880-87-8789 キャンプ不可(※注）

33 宿毛リゾート　椰子の湯 〒 788-0014 宿毛市大島 17 － 27 0880-65-8185
34 ベ ル リ ー フ 大 月 〒 788-0313 幡多郡大月町周防形 404 0880-74-0222

（※注）キャンプ場においては、宿泊棟を利用した場合のみ助成対象となります。
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県 外 の 指 定 宿 泊 施 設

施　　設　　名 郵便番号 所　　在　　地 T　E　L

ホ テ ル ポ ー ル ス タ ー 札 幌 〒 060-0004 北海道札幌市中央区北 4 条西 6 丁目 2 011-330-2531（直通） 
011-241-9111( 代表電話 )

ホ テ ル ノ ー ス シ テ ィ 〒 064-8645 北海道札幌市中央区南 9 条西１丁目 1 － 20 011-512-9748

ア ッ プ ル パ レ ス 青 森 〒 030-0802 青森県青森市本町 5 丁目 1 － 5 017-723-5610（予約専用）
017-723-5600（施設）

ゆ こ た ん の 森 〒 020-0585 岩手県雫石町長山猫沢 3 － 6 019-693-3600 
（受付時間 8：00～21：30）

パ レ ス 松 洲（ ま つ し ま ） 〒 981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字浜 38 022-354-2106

む つ み 荘 〒 999-2211 山形県南陽市赤湯字森先 233 － 1 0238-43-3035

う し お 荘 〒 997-1201 山形県鶴岡市湯野浜 1 － 11 － 23 0235-75-2715

ホテル福島グリーンパレス 〒 960-8068 福島県福島市太田町 13 － 53 024-533-1171

大 洗 鷗 松 亭 〒 311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 8179 － 5 029-266-1122

那 須 の 森 ヴ ィ レ ッ ジ 〒 325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山
3375 － 637 0287-78-1636

ア ル ペ ン ロ ー ゼ 〒 377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津 512 － 2 0279-88-1300

オ ー ク ラ 千 葉 ホ テ ル 〒 260-0024 千葉県千葉市中央区中央港 1 － 13 － 3 043-248-1111

黒 潮 荘 〒 296-0004 千葉県鴨川市貝渚 2565 04-7092-2205

ホ テ ル 日 航 立 川　 東 京 〒 190-0022 東京都立川市錦町 1 － 12 － 1 042-521-1111

東 京 グ リ ー ン パ レ ス 〒 102-0084 東京都千代田区二番町 2 03-5210-4600

ア ジ ュ ー ル 竹 芝 〒 105-0022 東京都港区海岸 1 － 11 － 2 03-3437-2011

全 国 町 村 会 館 〒 100-0014 東京都千代田区永田町 1 － 11 － 35 03-3581-0471

湯 河 原 温 泉 ち と せ 〒 259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 281 － 1 0465-63-0121

シ ー サ イ ド い ず た が 〒 413-0101 静岡県熱海市上多賀 12 0557-67-2671 
0120-73-1241(ﾌﾘｰﾀ ｲ゙ﾔﾙ)

ホ テ ル や ま な み 〒 406-0028 山梨県笛吹市石和町駅前 15 － 1 055-262-5522

瀬 波 は ま な す 荘 〒 958-0037 新潟県村上市瀬波温泉 1 － 2 － 17 0254-52-5291

ア ク ア ー レ 長 岡 〒 940-2147 新潟県長岡市新陽 2 － 5 － 1 0258-47-5656

グ リ ー ン ビ ュ ー 立 山 〒 930-1405 富山県中新川郡立山町千寿ヶ原 076-482-1716

お び し 荘 〒 923-0316 石川県小松市井口町ホ 55 0761-65-1831

越 路 〒 910-4121 福井県あわら市東温泉 2 － 201 0776-77-3151

紫 雲 荘 〒 509-2207 岐阜県下呂市湯之島 692 － 23 0576-25-2101
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【施設利用助成金】を請求する場合
１．提出いただく領収書は、請求者の氏名が記載された原本を送付くださ

い。領収書を請求書として取り扱います。念のため、退職会員番号ま
たはご住所をご記入ください。   

　　※明細書付きの領収書は切り離さず、そのまま送付ください。  
 

２．対象となる請求者が２名の場合は、それぞれが領収書をおとりくださ
い。ご夫婦の場合につきましてもそれぞれが領収書を発行いただくか、
請求者の記載された領収書の余白にもうお一人の氏名を記入し、原本
を送付ください。   

 
３．手書きの領収書の場合は、請求者氏名、ただし書き欄に泊数、宿泊人

数を記載したものをご準備ください。記載のない場合は、１泊として
処理をいたします。　   

   
４．退職会員および配偶者退職会員が高知県市町村職員共済組合の組合員

の被扶養者となっている場合、現職と退職福祉部の両方をご請求いた
だけますが、現職の給付後のご負担額が 2,000 円未満の場合は、その
額を給付いたします。

令和 3 年 7 月 1 日現在

施　　設　　名 郵便番号 所　　在　　地 T　E　L

サ ン ペ ル ラ 志 摩 〒 517-0204 三重県志摩市磯部町的矢 314 0599-57-2130

ホ テ ル ピ ア ザ び わ 湖 〒 520-0801 滋賀県大津市におの浜 1 － 1 － 20 077-527-6333

ホ テ ル セ ン ト ノ ー ム 京 都 〒 601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町 19 － 1 075-682-8777

シ テ ィ プ ラ ザ 大 阪 〒 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋 2-31 06-6947-7702

ひ ょ う ご 共 済 会 館 〒 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通 4 － 17 － 13 078-222-2600

ゆ め 春 来 〒 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯 1569 － 6 0796-99-2211

渓 泉 閣 〒 682-0122 鳥取県東伯郡三朝町山田 180 0858-43-0828

ホ テ ル 白 鳥 〒 690-0852 島根県松江市千鳥町 20 0852-21-6195

サ ン・ ピ ー チ OKAYAMA 〒 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町 2 － 3 － 31 086-225-0631

コ テ ー ジ 湯 の 山 〒 738-0601 広島市佐伯区湯来町大字和田 128 ー 2 082-504-2062( 事務局 )

防 長 苑 〒 753-0077 山口県山口市熊野町 4 － 29 083-922-3555

ホ テ ル 千 秋 閣 〒 770-0847 徳島県徳島市幸町 3 － 55 088-622-9121

剣 山 頂 上 ヒ ュ ッ テ 雲 海 荘　　　　　　　　〒 777-0303 徳島県美馬市木屋平剣山頂上 営業期間内 088-622-0633 
営業期間外 0883-56-0966

ホテルマリンパレスさぬき 〒 760-0066 香川県高松市福岡町 2 － 3 － 4 087-851-6677

え ひ め 共 済 会 館 〒 790-0003 愛媛県松山市三番町 5 － 13 － 1 089-945-6311

オ ー ベ ル ジ ュ コ ス モ ス 〒 879-4911 大分県玖珠郡九重町田野 228 0973-79-2221

ひ ま わ り 荘 〒 880-0867 宮崎県宮崎市瀬頭 2 － 4 － 5 0985-24-5285 
R3.9 月末まで休館予定

マ リ ン パ レ ス か ご し ま 〒 890-8527 鹿児島県鹿児島市与次郎 2 － 8 － 8 099-253-8822
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１．退職会員及び配偶者退職会員の方が、お亡くなりになった場合は、必ずご連絡をお願
いします。なお、死亡された方の医療費補助金等の給付金が登録口座凍結により送金が
できない場合は、弔慰金の請求者に送金いたします。

２．市町村共済組合年金受給者の方で、死亡の報告を市町村共済組合年金担当に連絡をす
る場合、退職福祉部への連絡も併せてお願いします。

３．請求する遺族の方は、死亡日の確認できる書類及び死亡された
方との続柄が確認できる抄本または謄本を添付ください。なお、
送金口座は正しくご記入ください。

※　請求時の添付書類で確認がとれない場合は、それに代わる書
類をお願いする場合があります。旅行に関する書類については、
助成金の決定が完了するまで保管ください。

※　個人旅行の場合は、連続した 4 日以上、在住都道府県外に滞
在していたことがわかる領収書、レシートを添付いただくこと
になります。滞在確認の領収書については、お土産代のレシー
トでも可能ですが、旅行費用からは除きます。

〜請求いただくときの注意点！〜

【国内外研修旅行助成金】を請求する場合

【弔慰金】を請求する場合

場合は、一人当たりの額で計算いたしますが、領収書の氏名欄に名前の記載がなければ
対象外となりますのでご注意ください。　　
※旅行中の領収書は、請求時まで必ず保管ください。
※請求者とは助成金を受けられる方になります。退職会員及び退職配偶者会員が受けら

れる場合は、お二人の名前の記載が必要です。
４．カードでのご利用の場合で領収書がない場合は、事前に送付される旅行代金の引き落

とし明細書と引き落としをされた通帳ページのコピーを提出してください。

１．旅行終了日から６０日以内の請求は厳守ください。
２．領収書は請求者のお名前が記載されたものを添付ください。

団体でのご旅行の場合で、領収書が代表者 ( 請求者以外 ) になっ
ている場合は無効となります。請求者のお名前で領収書を準備
ください。

３．個人旅行の場合は、県外で３日以上宿泊していたことが確認
でき、また１名につき６万円以上の旅行費用（交通費・宿泊費用・
３度の食事代・施設入館料等）が確認できる領収書（お土産代
は除く）が必要となります。複数の方の参加で領収書が１枚の
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R1.8 月診療以前
R1.9 月　　　　　　　　　　　　R3.8 月

※時効の為、該当となりません。 ※請求書受付対象となります。
（2 年間） 請求書受付月

給付は登録いただいている会員情報（健康保険等の種別・保険記号番号・送金口座・
住所等）により行っております。給付を正しく行うためにも、変更があった場合は、必
ず当会にご連絡ください。

【給付請求書の受付日と給付日】
＊受付日 …  毎月 15 日受付分で締め切りとします。15 日を過ぎたものは翌月受付分となり

ます。　
＊給付日 …  翌月中旬頃給付いたします。請求受付日が 15 日を過ぎますと翌々月の給付と

なります。
★医療費制度等の改正がありますと、給付が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
★医療費補助金の請求書を診療月と同月中に提出された場合は、診療月の翌月の受付とな

り、翌々月の給付となります。
★給付がある場合は給付明細書 ( はがき ) をお送りします。

【給付の権利】
　医療費補助金・弔慰金・施設利用助成金については、その原因である事実が発生して
から、満 2 年を以って消滅しますので、ご注意ください。
　ただし、医療費補助金につきましては、診療月からとなりますのでご注意ください。

（医療費の時効例）
　★請求書の事務局受付月が令和 3 年 8 月中の場合
　★遡って請求できる診療月は、令和 1 年 9 月診療以降です。

【給付の中断】

　退職会員の資格を取得した会員が、その日以降再び市町村等の職員（特別職を含む）、地
方公務員等共済組合法等に基づく共済組合または公共企業団体等の職員が加入する共済組
合の組合員となられた場合は、退職するまでの間、退職会員および配偶者退職会員とも給
付は中断しております。（弔慰金は除く）退職されましたら給付再開の手続きをとりますの
で当会までご連絡ください。

8 月 16 日 9 月 15 日 10 月 15 日 11 月 15 日

12 月 15 日 1 月 17 日 2 月 15 日 3 月 15 日

～令和 3 年度給付予定日～
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Ｑ．国民健康保険加入者で、現在自動給
付を受けています。コルセットを作り
支払いをしておりますが、給付の振込
みがありません。自動給付ではないの
でしょうか？

Ａ . 医師の指示によるコルセットや弾性ストッ
キング等の購入につきましては、医療費補
助金の対象ですが、自動給付にはなりませ
ん。この場合は一度全額負担をされていま
すので、まず市町村の国保担当に請求いた
だくことになります。国保から年齢・所得
による 7割～ 9割分の負担額還付後、自己
負担額が対象となる場合は、請求により給
付することになりますので、ご連絡くださ
い。「医療費補助金請求書」をお送りします。

　
　※後期高齢者医療保険制度の方は、まずは
市町村の後期高齢担当課へご請求ください。

Ｑ．保険証が協会けんぽから国
民健康保険に変更になった
が、互助会への届出が数ヶ月
遅れてしまいました。この場
合、医療費の請求はどうなり
ますか？

Ａ.自動給付の対象になる診療月は、
届出があり登録以降になります
が、自動給付の場合は最短で診
療月の 3ヵ月後に医療費情報の
提供をいただいております。例
えば令和 3年 8月中に変更の登
録をした場合は、令和 3年 6月
診療分から自動給付の対象にな
ることになりますので、令和 3
年 5 月診療以前の診療分は、請
求をしていだくことになります。

Ｑ．国内外研修旅行の 3 年度に一回という 3 年度の基準はどうなっています
か？ 

Ａ . 年度の取扱いは旅行をされた年度ではなく、給付を受けた年度を基準にしています。

（例１）令和 3年 2月 15 日までに請求をいただいた場合は、令和 3年 3月中旬に給付を
送金していることになります。この場合は、令和 2年度の該当となりますので、令
和 5年度の請求が可能となります。（令和 2年度・3年度・4年度の 3年度）

（例２）請求が令和 3年 2月 16日以降 3月 15日までに請求をいただいた場合は、令和 3
年 4月中旬に給付を送金していることになります。この場合は、令和 3年度の該当
となりますので、令和 6年度から請求が可能となります。（令和 3年度・4年度・5
年度の 3年度）

　　
上記のように、同じご旅行でも請求される日によって、次回ご請求いただく年度が 1
年遅れることになります。年度を挟むご請求の場合は、ご注意いただくとともに、取扱
いにつきご了承いただきますようお願いいたします。


